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平成 31年 3月号

※�
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
申
し
込
み
に
つ
い
て
申
込
開
始

日
の
記
載
が
な
い
も
の
は
、原
則
、１
日
か
ら
申
し

込
み
が
可
能
で
す（
公
共
機
関・団
体
、市
民
情
報

ひ
ろ
ば
は
除
く
）。

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

市
か
ら
の

お
知
ら
せ

市

　
　政

市
役
所
日
曜
窓
口 

（
第
４
日
曜
日
）
３
月
は
24
日

∧
業
務
実
施
窓
口
∨

　
市
民
課
、保
険
事
業
室
、納
税
課
で
す
。

※
取
り
扱
い
が
で
き
な
い
業
務
も
あ
り
ま

す
の
で
、
事
前
に
担
当
課
に
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

問　
各
担
当
課
又
は
企
画
政
策
課
（
☎
８

２
５
・
２
０
１
６
）

市
内
在
住
の
寄
付
者
か
ら
の 

ふ
る
さ
と
納
税
に
対
す
る 

記
念
品
送
付
の
廃
止

　
一
定
額
以
上
の
ふ
る
さ
と
納
税
を
し
た

寄
付
者
に
記
念
品
を
送
付
し
て
い
ま
す

が
、
総
務
省
の
通
知
に
基
づ
き
、
４
月
１

日
（
月
）
以
降
に
受
け
付
け
る
寄
付
分
か

ら
、
市
内
在
住
の
寄
付
者
に
つ
い
て
は
記

念
品
を
送
付
し
ま
せ
ん
。

　
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
や
寄
付
の
申
し
込

み
、
記
念
品
な
ど
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
都
市
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ

ン
課
」
を
見
て
く
だ
さ
い
。

問　
都
市
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
課
（
☎
８
１

３
・
１
１
４
６
）

手

　続

　き

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
が
記

載
さ
れ
た
住
民
票
の
写
し
に
つ
い
て

　
４
月
１
日
（
月
）
か
ら
代
理
人
に
よ
る

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の

写
し
の
交
付
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
代

理
人
に
直
接
交
付
せ
ず
、
本
人
の
住
所
に

普
通
郵
便
で
送
付
し
ま
す
。

　
た
だ
し
、
15
歳
未
満
の
未
成
年
者
の
後

見
人
及
び
成
年
後
見
人
か
ら
の
交
付
申
請

で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
と
き
は
、
後

見
人
が
窓
口
で
受
け
取
れ
ま
す
。

∧
申
請
に
必
要
な
証
明
書
類
∨

①
成
年
後
見
人
…
登
記
簿
謄
本

②
15
歳
未
満
の
者
の
未
成
年
後
見
人
…
戸

籍
謄
本（
市
に
本
籍
が
あ
る
と
き
は
不
要
）

③
返
信
用
封
筒
に
切
手
を
貼
っ
た
も
の

※
委
任
状
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
入
り
の
住
民

票
の
交
付
と
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必

要
で
す
。

問　
市
民
課
（
☎
８
２
４
・
１
５
７
０
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）カ
ー
ド
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知
カ
ー
ド
廃
棄

の
お
知
ら
せ

∧
①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
未
受
領
分
∨

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
過
去
に
申
請

し
て
、
受
け
取
り
に
来
て
い
な
い
も
の
を

一
部
廃
棄
し
ま
す
。

　環境に優しい公共交通機関を乗り継ぎながら、寝屋川市と枚方市の桜の名所などを訪ねスタ
ンプを集めます（スタンプラリー地点は当日発表）。参加賞もあります。市周辺の名所の発見や、
公共交通の良さ、便利さを知ってください。
日　時 　�４月６日（土）午前９時～午後４時（受付は午前８時 30分から）

集合場所 　�ニッペパーク岡東中央（枚方市岡東町）

定　員 　500人（申込順、小学生以下は保護者同伴）

参加費 　無料（交通費が必要）

申込・問 　�電話、ＦＡＸ又はメール（アドレスは市ホー
ムページを見てください）で住所、参加者
全員の氏名、電話番号を前日までに道路交
通課（☎ 825・2384、ＦＡＸ 825・2633）

※�①当日、直接申し込みもできます②詳しくは市ホーム
ページ「道路交通課」を見てください。

のってスタンプラリーバス！
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交
付
通
知
書
（
は
が
き
）
が
届
い
て
い

る
人
は
、
必
要
書
類
を
持
っ
て
市
民
課
に

受
け
取
り
に
来
て
く
だ
さ
い
。

∧
②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

通
知
カ
ー
ド
返
戻
分
∨

　
国
の
機
構
か
ら
発
送
さ
れ
て
い
る
カ
ー

ド
の
返
戻
分
を
一
部
廃
棄
し
ま
す
。
平
成

27
年
12
月
末
以
前
に
返
戻
の
あ
っ
た
も
の

は
既
に
廃
棄
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
廃
棄
後
の
再
発
行
に
は
手
数
料
５
０

０
円
が
か
か
り
ま
す
。

　
　
※　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

▽
廃
棄
対
象
者　
①
平
成
28
年
４
月
１
日

～
９
月
30
日
に
市
か
ら
交
付
通
知
書
を
送

付
し
た
人
②
平
成
28
年
12
月
31
日
ま
で
に

市
に
返
戻
さ
れ
た
人

▽
受
取
期
限　
３
月
29
日（
金
）ま
で（
土・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
平
日
と
毎
月
第
４

日
曜
日
の
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）

※
受
け
取
り
時
の
必
要
書
類
な
ど
詳
し
く

は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問　
市
民
課
（
☎
８
２
４
・
１
１
８
１
）

児
童
扶
養
手
当
・ 

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
申
請

∧
①
児
童
扶
養
手
当
∨

　
18
歳
に
達
す
る
日
か
ら
最
初
の
３
月
31

日
ま
で
の
児
童
又
は
20
歳
未
満
で
政
令
で

定
め
る
程
度
の
障
害
が
あ
る
児
童
を
養
育

し
て
い
る
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
親
・
父
親

な
ど
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
受
給
要
件
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
こ
ど
も
を
守
る
課
」
又

は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

∧
②
特
別
児
童
扶
養
手
当
∨

　
政
令
で
規
定
す
る
障
害
の
状
態
に
あ
る

　市では、定期監査で指摘のあった部局に対して副市長によるヒアリングを実施し是正改善を
図るとともに、公務に対する信用失墜などにつながるものは関係職員に対して厳重注意などの
処分を行っています。しかし、今回も監査委員による指摘が後を絶たず、不適切な事項が全
34件ありました。今後も、適正な事務の執行に向けて不断の取り組みを実行し、行政の信頼
性の向上を図っていきます。主な指摘事項は以下のとおりです。
　詳しくは、市ホームページ「監査事務局」を見てください。

問　監査事務局（☎ 825・2423）

●�市民から受け取った現
金の銀行への払い込み
が遅れていた。

●�個人情報を取り扱う業務の委託
契約について、契約書に個人情
報の保護に関する特記事項が記
載されておらず、個人情報保護
担当課長の承認を得ていない。

●�行政財産（市が事業を行うために目
的を持って使用する財産）を使用さ
せるとき、使用日までに使用料を徴
収していない。
●�公の施設の使用を許可するとき、許
可書を交付するなどの手続きが行わ
れていない。現金の紛失などの事故を

未然に防ぐために、受け
取った現金は原則翌日ま
でに銀行へ払い込むよう
指導しました。

個人情報の漏えいなどを防ぎ、個
人情報が適切に管理されるよう委
託するときに必要な措置などにつ
いて指導しました。

市の条例、規則に基づき、業務が適
正に行われるよう必要な手続きなど
について指導しました。

現金管理
について

業務委託について 施設などの管理について

経営企画部 広報広聴課（１件）

財務部 資産活用課（２件）

市民生活部 市民室市民課（３件）

環境部 環境保全課（１件）、緑風園（４件）

健康部 健康推進室（２件）、保険事業室（１件）

福祉部 保護課（１件）、高齢介護室（４件）、太
秦高齢者福祉センター（１件）

不
適
切
な
事
項
が

あ
っ
た
部
局
な
ど

定期監査などの結果平
成 30 

年
度

こども部 こどもを守る課（１件）、子育て支援課（２
件）、こどもセンター（１件）

まち政策部 まちづくり事業推進室（１件）、まちづくり
指導課（２件）

まち建設部 道路交通課（１件）、公園みどり課（２件）

上下水道局 経営総務課（２件）

社会教育部 中央図書館（１件）、駅前図書館（１件）
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20
歳
未
満
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
に

支
給
さ
れ
ま
す
。

　
　
※　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

▽
支
払
予
定
日　
①
４
月
・
８
月
・
11
月
・

１
月
・
３
月
②
４
月
・
８
月
・
11
月
、
い

ず
れ
も
11
日
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
、

直
前
の
金
融
機
関
営
業
日
）

※
申
請
の
翌
月
分
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

申
請
・
問　
午
前
９
時
～
午
後
５
時
30
分

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
及
び
年
末
年
始
を

除
く
）
に
直
接
、
こ
ど
も
を
守
る
課
（
☎

８
１
２
・
２
２
１
０
）

く
ら
し
の
情
報

食
用
油
の
回
収

　
３
月
22
日
（
金
）
午
後
1
時
～
3
時
、

市
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
。

※
指
定
の
日
時
以
外
の
回
収
は
あ
り
ま
せ

ん
。
容
器
は
持
ち
帰
り
ま
し
ょ
う
。

問　
「
市
消
費
者
協
会
」・
前
田
（
☎
８
２

２
・
１
９
９
７
）

募
集
情
報

ア
ル
バ
イ
ト
職
員
名
簿
登
録
者
を 

募
集

　
市
の
ア
ル
バ
イ
ト
職
員
は
、
名
簿
に
登

録
し
た
人
の
中
か
ら
必
要
に
応
じ
て
採
用

し
ま
す
。

▽
職
種　
幼
稚
園
教
員
、
保
育
士
、
保
健

師
、
児
童
指
導
員
、
給
食
調
理
員
、
看
護

師
（
准
看
護
師
を
含
む
）、
事
務
補
助
な

ど※
①
幼
稚
園
教
員
・
保
育
士
・
保
健
師
・

看
護
師
（
准
看
護
師
を
含
む
）
は
、資
格・

免
許
を
持
っ
て
い
る
人
に
限
り
ま
す
②
必

ず
採
用
さ
れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

申
込
・
問　

履
歴
書
（
写
真
を
貼
る
）、

免
許
証
な
ど
の
写
し
を
直
接
窓
口
又
は
郵

送
で
人
事
室
（
〒
572
―
８
５
５
５
本
町
１

番
１
号
☎
８
２
５
・
２
１
９
８
）

　春になると、進学などをきっか
けに携帯電話を新たに契約する
機会が増えます。
　携帯電話の契約トラブルは幅
広い年代にわたり、サービス内容
も複雑化しているので、契約する
時には十分な注意が必要です。
事例
　ショッピングモールで携帯電
話販売店のイベントがあり「家
族全員で同時契約し、自宅の光
回線と電力も一緒に契約すると
一人当たり毎月2,800円だけで
ずっと使える」と説明され、得
だと思い契約した。ところが、
安くなるのは半年間だけと後で
分かった。解約すると解約料が
高く、納得できない。

＜契約時のチェックポイント＞
○�料金や契約期間、解約料など
の条件
○�割引があるとき、割引内容と
条件
○�セット契約が安くても、本当
に必要か
　契約書に署名する前にこれら
のチェックポイントをしっかり
確認しましょう。

契約前に
まず相談を
　トラブルを未然に
防ぐために、契約前
でも市立消費生活セ
ンターに相談してく
ださい。

友呂岐水路友呂岐水路

寝屋川

寝屋川保健所

こどもセンター

至保健福祉
センター

市
道
池
田
秦
線

至 寝屋川市駅桜
木
橋

シャトルバス
消費生活センター前
バス停

シャトルバス
消費生活センター前
バス停

市立消費生活センター
至 市役所

桜
木
橋

至 寝屋川市駅

消費生活
センター

N

携帯電話の契約は慎重に
～サービス内容が複雑化～

相談受付は
月～土曜日午前９時～午後４時
（正午～午後１時を除く）

桜木町5番30号☎828・0397消費生活センターだより
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の
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知
ら
せ

安
全
・
安
心

税
・
保
険
・
年
金

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば



16

インフォメーション

広報ねやがわ
平成 31年 3月号

保
育
所
ア
ル
バ
イ
ト
職
員 

登
録
者
を
募
集

▽
職
種　
①
保
育
士
②
延
長
保
育
士
③
給

食
調
理
員
（
資
格
不
要
）

▽
勤
務
日
時　
①
月
～
土
曜
日
…
午
前
８

時
45
分
～
午
後
５
時
15
分
（
週
38
時
間
45

分
、
土
曜
日
振
替
休
日
有
）
②
月
～
土
曜

日
…
午
前
７
時
15
分
～
午
後
７
時
15
分 

∧
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
５
時
間
程
度

の
勤
務
、
シ
フ
ト
制
（
応
相
談
）
∨
③
月

～
金
曜
日
…
午
前
８
時
45
分
～
午
後
５
時

15
分
・
土
曜
日
…
午
前
９
時
～
正
午

▽
給
与　
①
日
給
１
万
円
②
時
給
・
資
格

有
り
…
１
３
３
０
円
・
資
格
な
し
…
１
２

５
０
円
③
日
給
７
９
５
０
円

※
登
録
後
に
面
接
を
行
い
、
採
用
者
を
決

定
し
ま
す
。

申
込　
履
歴
書
・
免
許
証
な
ど
の
写
し
を

直
接
窓
口
又
は
郵
送
で
人
事
室
（
〒
572
―

８
５
５
５
本
町
１
番
１
号
）

問　
保
育
課
（
☎
８
１
２
・
２
５
５
２
）

留
守
家
庭
児
童
会 

ア
ル
バ
イ
ト
指
導
員
を
募
集

▽
勤
務
日
時　
月
～
金
曜
日
の
午
後
1
時

30
分
～
６
時
30
分
（
土
曜
日
・
長
期
休
暇

な
ど
変
則
勤
務
あ
り
）

▽
勤
務
内
容　
留
守
家
庭
児
童
会
で
の
子

ど
も
の
生
活
指
導

▽
勤
務
場
所　
全
市
立
24
小
学
校

▽
時
給　
保
育
士
・
教
員
免
許
な
ど
の
資

格
あ
り
…
１
１
７
５
円
、
資
格
な
し
…
１

０
９
０
円

申
込
・
問　
直
接
窓
口
で
青
少
年
課
（
☎

８
１
３
・
０
０
７
５
）

環
境
・
ま
ち
づ
く
り

狂
犬
病
集
合
予
防
注
射
の
実
施

　
飼
い
主
は
、
飼
い
犬
登
録
と
毎
年
１
回

の
狂
犬
病
予
防
注
射
を
受
け
さ
せ
る
こ
と

が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
生

後
90
日
を
経
過
し
て
い
る
飼
い
犬
は
、
４

月
２
日
（
火
）
か
ら
始
ま
る
集
合
予
防
注

射
を
近
く
の
会
場
で
受
け
て
く
だ
さ
い
。

集
合
予
防
注
射
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
と

き
は
、
動
物
病
院
で
受
け
て
く
だ
さ
い
。

※
飼
い
犬
登
録
を
し
て
い
る
飼
い
主
に
通

知
を
３
月
中
旬
頃
に
郵
送
し
ま
す
。
会
場

な
ど
、
詳
し
く
は
通
知
又
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
「
環
境
保
全
課
」
を
見
て
く
だ
さ

３月市議会を開いています
　３月市議会（定例会）の日程は、次のとおりです
（時間は、２月 28日の一部を除き、いずれも午前 10
時から）。あなたも傍聴してみませんか。

※�日時は、議事の都合で変更することがあります。 
市役所１階ロビーのテレビで本会議を中継します。

問　議会事務局

※�午後１時…総務常任委員会
　　　　　　文教常任委員会

２月 27日（水）
28日（木）

本会議
厚生常任委員会
建設水道常任委員会

３月６日（水）・７日（木）
　　11日（月）・13日（水）
　
　　14日（木）・15日（金）

　　19日（火）

本会議（会派代表質問）
厚生常任委員会
建設水道常任委員会
総務常任委員会
文教常任委員会
本会議

　生活を支えている水に興味をもってもらい、上下水道
を知るきっかけづくりとして「水の写真展」を開催し、２月
４日、アルカスホールのギャラリーで入賞者の表彰状授
賞式を行いました。
　「わたしたちのくらしと水」をテーマに作品を募集し、
45点の応募がありました。応募作品は、季節の移り変わ
りを感じるものが多くあり、「水」のいろいろな面を表現
していました。
　入賞者から、「夕暮れの素晴らしい一瞬を写真に撮るこ
とができました」と、撮影時のエピソードが語られました。

水の写真展　表彰状授賞式
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い
。

問　
環
境
保
全
課
（
☎
８
２
４
・
１
０
２

１
）東

部
大
阪
都
市
計
画
地
区
計
画
の 

決
定
と
変
更

▽
内
容　
決
定
…
東
部
大
阪
都
市
計
画
太

秦
桜
が
丘
地
区
、
変
更
…
東
部
大
阪
都
市

計
画
寝
屋
南
地
区
外
４
地
区

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
都
市
計
画
室
」
で

も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問　
都
市
計
画
室
（
☎
８
２
５
・
２
２
６

６
）

相

　
　談

Ｎ
Ｐ
Ｏ
何
で
も
相
談

　
３
月
20
日
（
水
）
午
後
２
時
～
４
時
、

市
立
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

の
設
立
手
続
き
や
団
体
運
営
・
会
計
処
理

の
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
、
定
員
４
団
体
（
申

込
順
）。

申
込
・
問　
３
月
13
日
（
水
）
ま
で
に
直

接
窓
口
又
は
電
話
で
市
立
市
民
活
動
セ
ン

タ
ー
（
☎
８
１
２
・
１
１
１
６
）

産
業
・
事
業
者

出
張
マ
ザ
ー
ズ
コ
ー
ナ
ー

　
子
育
て
中
の
人
を
対
象
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
の
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
就
労
相
談
を
行
い

ま
す
。

　
３
月
８
日
・
22
日
、
い
ず
れ
も
金
曜
日

午
前
９
時
50
分
～
午
後
１
時
（
１
人
40
分

程
度
）、
リ
ラ
ッ
ト
３
階
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

ル
ー
ム
１
、
相
談
無
料
。

※
完
全
個
室
、
子
ど
も
連
れ
可
、
キ
ッ
ズ

ス
ペ
ー
ス
あ
り
。

申
込
・
問　
開
催
日
の
前
々
日
ま
で
に
電

話
で
市
立
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
（
☎
８
２

８
・
０
７
５
１
）安

全
・
安
心

防

　
　災

枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
か
ら
の 

お
知
ら
せ

∧
３
月
１
日
～
７
日

春
季
全
国
火
災
予
防
運
動
∨

　
こ
の
運
動
は
、
空
気
が
乾
燥
し
、
風
の

強
い
日
が
多
く
な
る
時
季
を
迎
え
る
に
当

た
り
、
火
災
の
発
生
を
防
止
し
、
高
齢
者

を
中
心
と
す
る
死
者
の
発
生
や
財
産
の
損

失
を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
し
ま

す
。
寝
屋
川
消
防
署
と
市
消
防
団
で
は
、

火
災
予
防
運
動
の
一
環
と
し
て
、
消
防
訓

練
及
び
防
火
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
な
ど
を
予
定

し
て
い
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
て
く
だ
さ
い
。

問　
寝
屋
川
消
防
署
予
防
課（
☎
８
５
２・

９
９
５
７
）

交
通
安
全

運
転
免
許
証
の
自
主
返
納
制
度

　
高
齢
運
転
者
に
よ
る
交
通
事
故
は
身
体

機
能
の
低
下
が
原
因
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
運
転
に
自
信
の
な
く
な
っ
た
人
、
家
族

や
医
師
に
運
転
を
心
配
さ
れ
て
い
る
人

は
、
運
転
免
許
証
の
自
主
返
納
を
考
え
て

み
ま
せ
ん
か
。

　
返
納
し
た
人
は
、
生
涯
身
分
証
明
書
と

し
て
使
用
で
き
る
「
運
転
経
歴
証
明
書
」

出張マザーズコーナー

　

申
し
込
み
は
い
ず
れ
も
当
日
直

接
。地

域
公
共
交
通
協
議
会

▽
日
時　
３
月
20
日
（
水
）
午
後
２

時▽
場
所　
市
役
所
議
会
棟
４
階
第
１

委
員
会
室

▽
定
員　
10
人
（
先
着
順
）

問　
道
路
交
通
課
（
☎
８
２
５
・
２

３
８
４
）

子
ど
も
・
子
育
て
会
議

▽
日
時　
３
月
20
日
（
水
）
午
後
３

時▽
場
所　
市
役
所
議
会
棟
５
階
第
２

委
員
会
室

問　
こ
ど
も
を
守
る
課（
☎
８
３
８・

0
１
３
４
）

枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
議
会 

定
例
会

▽
日
時　
３
月
22
日
（
金
）  

午
前

10
時

▽
場
所　
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
消

防
本
部
５
階
会
議
場

▽
定
員　
12
人
（
先
着
順
）

問　
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
総
務
管

理
課
（
☎
８
５
２
・
９
９
０
３
）

安
全
推
進
協
議
会

▽
日
時　
３
月
25
日
（
月
）
午
後
２

時
（
受
付
は
午
後
１
時
45
分
か
ら
）

▽
場
所　
市
役
所
議
会
棟
５
階
第
２

委
員
会
室

▽
定
員　
10
人
（
先
着
順
）

問　
危
機
管
理
室
（
☎
８
２
５
・
２

１
９
４
）

委員会など

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば

安
全
・
安
心

税
・
保
険
・
年
金
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納期限のお知らせ

＜納付相談など＞
　市税、国民健康保険料については、平常業務のほか
に、毎週木曜日（祝日を除く）午後８時までと毎月第
４日曜日（３月は24日）午前９時～午後５時30分に納
付相談と納付を受け付けています。

＜口座振替が便利です＞
　納期限に自動で口座から引き落として納めることが
できます。納め忘れがなくなりますので利用してくだ
さい。

★国民健康保険料（保険事業室）…………４月１日
★後期高齢者医療保険料（保険事業室）…４月１日
★保育所保育料（保育課）…………………４月１日

★介護保険料（高齢介護室）………………４月１日
★留守家庭児童会保育料（青少年課）………４月１日

～忘れずに納めましょう～

の
申
請
・
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
∧
交
付
手
数
料
１
１
０
０
円
が
必
要

（
手
続
き
は
寝
屋
川
警
察
署
）
∨
。
運
転

経
歴
証
明
書
は
提
示
で
、
飲
食
店
・
小
売

店
な
ど
で
の
割
引
や
タ
ク
シ
ー
乗
車
運
賃

の
割
引
な
ど
の
い
ろ
い
ろ
な
特
典
が
受
け

ら
れ
ま
す
。

※
特
典
の
内
容
は
大
阪
府
交
通
対
策
協
議

会
及
び
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
道
路
交
通
課
」

を
見
て
く
だ
さ
い
。

問　
道
路
交
通
課
（
☎
８
２
５
・
２
３
８

４
）

税
・
保
険
・

年
金

税
の
お
知
ら
せ

バ
イ
ク
・
軽
自
動
車
な
ど
の 

廃
車
・
名
義
変
更
の
手
続
き

　
軽
自
動
車
税
は
、毎
年
４
月
１
日
現
在
、

車
両
の
所
有
者
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る

人
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
次
に
該
当
す
る
と
き
は
、
４
月
１
日

（
月
）
ま
で
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

①
車
両
の
解
体
や
廃
棄
を
し
た
②
盗
難
に

遭
っ
た
③
車
両
を
譲
っ
た
が
、
名
義
変
更

を
し
て
い
な
い
④
所
有
者
が
亡
く
な
っ
た

※
市
外
へ
転
出
し
、
引
き
続
き
車
両
を
使

用
す
る
と
き
は
、
転
出
先
の
市
町
村
な
ど

に
登
録
変
更
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

∧
手
続
き
・
問
合
せ
先
∨

○
１
２
５
㏄
以
下
の
バ
イ
ク
・
小
型
特
殊

自
動
車
…
市
民
税
課

※
手
続
き
に
は
、
原
動
機
付
自
転
車
標
識

交
付
証
明
書
（
申
告
済
証
）、
ナ
ン
バ
ー

プ
レ
ー
ト
、
所
有
者
・
使
用
者
・
届
出
者

の
各
印
鑑
（
ス
タ
ン
プ
印
不
可
）、
手
続

き
を
す
る
人
の
本
人
確
認
書
類
が
必
要
で

す
。

◎
郵
送
で
廃
車
申
告
を
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。

○
１
２
５
㏄
を
超
え
る
バ
イ
ク
…
大
阪
運

輸
支
局
（
高
宮
栄
町
☎
０
５
０
・
５
５
４

０
・
２
０
５
８
）

○
軽
自
動
車
…
軽
自
動
車
検
査
協
会
（
高

槻
市
大
塚
町
四
丁
目
☎
０
５
０
・
３
８
１

６
・
１
８
４
１
）　

問　
市
民
税
課
（
☎
８
１
３・１
１
１
４
）

差
押
財
産
の 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

　
市
税
な
ど
の
滞
納
の
た
め
差
し
押
さ
え

た
不
動
産
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公

売
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
公
売
し
ま
す
。

▽
出
品
予
定
財
産　
建
物
付
き
土
地

▽
参
加
申
込
期
間　
４
月
８
日
午
後
１
時

～
23
日
午
後
11
時

▽
入
札
期
間　
５
月
７
日
午
後
１
時
～
14

日
午
後
１
時

※
①
ヤ
フ
ー
官
公
庁
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
参
加
申
し
込
み
の
上
、
入
札

し
て
く
だ
さ
い
②
滞
納
市
税
な
ど
が
納
付

さ
れ
た
と
き
な
ど
は
未
実
施
・
中
止
に
な

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。詳
し
く
は
、市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
「
滞
納
債
権
整
理
回
収
室
」
を

見
て
く
だ
さ
い
。

問　
滞
納
債
権
整
理
回
収
室（
☎
８
１
３・

１
１
３
８
）

各
種
保
険
・
医
療
制
度

国
民
健
康
保
険
の
届
け
出

　
国
民
健
康
保
険
の
加
入
、
脱
退
、
変
更

な
ど
は
、14
日
以
内
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

　
届
け
出
を
し
な
い
と
保
険
給
付
が
受
け

ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
国
民
健
康
保
険
の
資
格
喪
失
後

に
市
の
被
保
険
者
証
を
使
っ
た
と
き
は
、

医
療
費
の
７
割
相
当
分
を
市
に
返
還
し
て

も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

∧
退
職
し
た
と
き
∨

　
会
社
の
社
会
保
険
な
ど
を
脱
退
し
た
と

き
は
、会
社
が
発
行
す
る
資
格
喪
失
証
明

書
を
持
って
国
民
健
康
保
険
加
入
の
届
け

出
を
し
て
く
だ
さ
い（
任
意
継
続
保
険
に
加

入
す
る
人
や
社
会
保
険
の
被
扶
養
者
に
な

る
人
は
届
け
出
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

∧
就
職
し
た
と
き
∨

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
が

会
社
の
社
会
保
険
な
ど
に
加
入
し
た
と
き

は
、
国
民
健
康
保
険
脱
退
の
届
け
出
を

し
、
被
保
険
者
証
は
必
ず
返
還
し
て
く
だ

さ
い
。

∧
転
出
す
る
と
き
∨

　
他
市
へ
転
出
す
る
と
き
も
国
民
健
康
保

険
脱
退
の
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。
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※
進
学
に
よ
り
転
出
す
る
と
き
は
、
申
請

に
よ
り
継
続
し
て
市
の
被
保
険
者
証
を
持

つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
申
請
に
必
要
な
も
の

〇
大
阪
府
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

〇
在
学
証
明
書

〇
学
校
名
と
そ
の
所
在
地
の
分
か
る
も
の

（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
）

　
　
※　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

※
①
受
付
は
平
常
業
務
の
ほ
か
、
毎
週
木

曜
日
（
祝
日
を
除
く
）
午
後
８
時
ま
で
と

毎
月
第
４
日
曜
日
午
前
９
時
～
午
後
５
時

30
分
、
各
シ
テ
ィ
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
平

日
と
第
４
日
曜
日
の
午
前
９
時
～
午
後
５

時
30
分
）、
堀
溝
サ
ー
ビ
ス
窓
口
（
午
前

10
時
～
午
後
５
時
）
で
も
行
っ
て
い
ま
す

②
届
け
出
に
必
要
な
書
類
は
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

問　
保
険
事
業
室（
賦
課
担
当
☎
８
１
３・

１
１
８
２
）

滞
納
整
理
を
強
化
し
て
い
ま
す

　
市
税
や
国
民
健
康
保
険
料
を
滞
納
し
て

い
る
世
帯
に
対
す
る
滞
納
処
分
（
財
産
の

差
し
押
さ
え
な
ど
）を
強
化
し
て
い
ま
す
。

　
世
帯
主
な
ど
の
病
気
に
よ
る
納
付
困

難
、
失
業
や
事
業
の
倒
産
、
廃
業
な
ど
の

一
時
的
負
担
能
力
の
喪
失
な
ど
で
納
期
限

内
に
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、

早
め
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
通
知
を
無
視
す
る
な
ど
、
財
産
が
あ
る

の
に
納
付
し
な
い
と
き
は
、
調
査
・
捜
索

を
行
い
、
差
し
押
さ
え
た
財
産
を
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
な
ど
を
利
用
し
て
売
却

し
、
滞
納
金
に
充
て
ま
す
。

∧
財
産
調
査
∨

○
金
融
機
関
な
ど
…
預
貯
金
や
保
険

○
勤
務
先
…
給
与
や
賞
与

∧
捜
索
∨

　
市
職
員
が
滞
納
者
宅
な
ど
に
強
制
的
に

立
ち
入
り
、
財
産
を
捜
索
し
ま
す
。

　
差
し
押
さ
え
な
ど
の
滞
納
処
分
を
行
う

捜
索
に
は
、
滞
納
者
の
同
意
や
裁
判
所
の

令
状
を
必
要
と
し
ま
せ
ん
。

　
滞
納
者
が
不
在
の
と
き
は
、
業
者
に
依

頼
す
る
な
ど
し
て
鍵
を
開
錠
し
た
上
で
捜

索
し
ま
す
。
開
錠
費
用
は
滞
納
者
に
請
求

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

問　
市
税
…
納
税
課
（
☎
８
１
３
・
１
１

３
６
）、
国
民
健
康
保
険
料
…
保
険
事
業

室
（
☎
８
１
３
・
１
１
８
９
）

介
護
保
険
料
を
納
め
な
い
で
い
る
と

∧
１
年
以
上
滞
納
す
る
と

（
償
還
払
い
化
）∨

　
利
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
費
用
を
一
度
全
額

自
己
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。後
日
、

申
請
に
よ
り
保
険
給
付
分
が
払
い
戻
さ
れ

ま
す
。

∧
２
年
以
上
滞
納
す
る
と（
給
付
減
額
）∨

　
保
険
料
を
納
め
て
い
な
い
期
間
に
応
じ

て
、
サ
ー
ビ
ス
費
用
の
利
用
者
負
担
が
引

き
上
げ
ら
れ
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
な

ど
も
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

※
①
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
用
の
償
還
払
い
化

と
給
付
減
額
が
同
時
に
実
施
さ
れ
る
と
き

が
あ
り
ま
す
②
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の

有
無
に
か
か
わ
ら
ず
保
険
料
の
滞
納
が
あ

る
と
、
財
産
（
預
金
・
給
与
・
生
命
保
険

な
ど
）
の
差
し
押
さ
え
を
実
施
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

問　
高
齢
介
護
室（
☎
８
３
８・０
５
１
８
）

★警察へ連絡してください。
★�市職員がＡＴＭの操作をお
願いすることは絶対にあり
ません。

◆�市役所の職員を名乗り、還付金など
があるかのよ
うに言葉巧み
にＡＴＭへ誘
導します。

◆�ＡＴＭに着い
たら電話をす
るよう指示さ
れます。

「お金が戻りますので ATM に
　行ってください」は 詐欺 です
ATMで還付金などが戻ることは絶対にありません

◆�「操作方法を説明するの�
で…」とＡＴＭを操作させます。

ATMから
電話をすると

STEP

2
◆��犯人の口座に「振り込み」をさ
せられます。

指示どおりに
ATMを操作すると

STEP

3

お金が
戻ると電話
が来たら

電話でATMへ
行くよう指示されます

STEP

1

詐欺に注意 !

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば

安
全
・
安
心

税
・
保
険
・
年
金

市
か
ら
の
お
知
ら
せ


